
報道資料 

令和６年（２０２４年）３月２９日 

 

懲 戒 処 分 に つ い て 

 

１ 被 処 分 者 熊本市立花園小学校事務主幹  

緒方 英雄 （男性・５５歳） 

 

２ 処 分 内 容 懲戒免職 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）、第２号（職務上の義務違

反又は職務怠慢）及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日 令和６年（２０２４年）３月２９日 

 

５ 事実の概要 ・被処分者は、令和３年度から令和５年度にかけて、学校徴収金について横

領、虚偽報告、事務処理のけ怠、その他の不適切な事務処理を行った。 

（※概要は裏面参照） 

６ 関係者の処分 被処分者の上司 

校長   減給１０分の１（２月） 

前教頭  減給１０分の１（１月） 

現教頭  戒告 

 

 
【参考】懲戒処分の指針【抜粋】 
第２ 標準例 
４ 一般服務関係 
 (6) 虚偽報告 

     事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又
は戒告とする。 

(7) 不適切な事務処理 
イ 事務処理のけ怠 
事務処理のけ怠により、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損 
害を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 

ウ その他の不適切な事務処理（故意又は重大な過失によるもの） 
(ｱ) 故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠

り、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、
免職、停職又は減給とする。 

(ｲ) 重大な過失により公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害
を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 

５ 公金等、公物取扱い関係 
(1) 横領 

公金等（熊本市立学校公金外現金取扱要綱に規定する公金及び公金外現金をいう。以下同じ。）又は
公物（熊本市物品会計規則に規定する重要物品及びこれに準じるものをいう。以下同じ。）を横領した職
員は、免職とする。 

 
 
 
 

問い合わせ先 
熊本市教育委員会教職員課 
ＴＥＬ：３２８－２７２０ 
課 長：上村 清敬 
 



事実の概要の詳細  

【横領の概要】 

・令和４年度、学校徴収金口座からの引出額と支払額の差額８００円（８月）、２００円（３月）、１,

１５０円（３月）及び教材費を未払いであったと誤認して学校徴収金口座から引き出した１,９３

０円（３月）の合計４件、４，０８０円を私費として費消した。 

 

【虚偽報告の概要】 

・令和５年１１月に学校徴収金の不適正な事務処理が発覚したのち、７５３円の残余金が生じるこ

とが分かったため、令和３年度分の学校徴収金の残額を０円にするため、令和３年度の教材とし

て７５３円を発注し、自費で代金を支払った上で、領収証の日付を空欄のままにし、令和３年度分

の支払いであったかのように偽装した。その際、管理職に対し令和５年４月に支払ったと虚偽の

報告を行った。 

 

【事務処理のけ怠の概要】 

・学校徴収金支出伺について、学校長の決裁が未了のまま支払いを行ったものが令和３年度から令

和４年度にかけて１２８件（総数２４６件）あり、校長の支払確認印をうけたものは、そのうち１

３件であった。 

・令和４年度のスポーツ振興センターの災害共済給付制度に係る共済掛金５名分金額２,３００円に

ついて、返還の必要がありながら返還していなかった。 

 

【その他の不適切な事務処理の概要】 

・使途不明金の発生 

令和５年度、学校徴収金口座からの引出額と支払額の差額１,６８０円（４月）、８,９７０円（４

月）を封筒に入れ自席の引出しに保管した。 

令和４年度までの残余の学校徴収金に係る支払い額等を確認し、学校徴収金口座の残額を０円

にするため差額の一部９，１１８円を学校徴収金口座に入金した。当該取扱いにより生じた差額

１,５３２円のうち６８円については剰余金として保管していたが、残余の１，４６４円が使途不

明となった。 

・口座振込手数料の立替払い 

  令和３年度から令和５年度にかけて合計１０件、２,５８５円 

・教材費等の立替払い 

令和３年度分から令和５年度分にかけて合計６件、３８６,１６２円 

・返還金の立替払い 

  令和３年度分から令和４年度分にかけて合計４件、１７７，２７２円 

・不適正な返還金 

  過少返還 ２名分６４７円、過大返還 ３名分３,３５０円 

・不適正な領収証の作成 

  １，０３７円の領収証について７円の部分を０円に改ざんした。 

・不適正な会計処理 

  上記「使途不明金の発生」のうち、残額を０円にするために行った会計処理 

・会計処理の偽装   

  上記「虚偽報告の概要」のうち、令和３年度分の残額を０円にするために偽装した会計処理 


